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最新法令改正

► 財政部賦税署2019年11月15日台財税字第10804629000号解釈令「所得税法」第43条

の1(注1)の規定(以下、「本解釈令」)

法令改正の経緯

► 営利事業者とグループの国外営利事業者の従属関係において関連者取引を行う場合、実

務上、取引結果が移転価格ポリシーの予想から外れ、一括調整が必要となる場合がある。

営利事業者が一括調整を実施する際に依拠すべき規定として、2020年度より、営利事業者

が会計年度決算前に移転価格の一括調整を実施する場合、調整後の取引価格を以て、関

連の租税(費用)の納付及び還付を行うため本解釈令の内容に従い、関連する要件を充たさ

なればならないものとしている。

► 本解釈令の適用主体、適用要件及び取引タイプ

本ニュースレターの内容
は、一般的情報を参考の
ためのみに供するもので
あり、具体的な個別の案
件に対するアドバイスが
必要な場合は、EY台湾
の税務サービスチームに
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ましたら、いつでもサポー
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慮なくお申し付けください。

EY税務分析－最新法令動向アップデート

適用主体 2020年度より、関連者取引に従事する国内営利事業者

適用要件 上記適用主体は、以下の要件を同時に充たす必要があり、規定
により関連する租税(費用)を納付しなければならない。
► 関係する関連者取引の参与者は、事前に取引条件及び全て

の価格決定に影響する要因について合意に達し、かつ当該協
議に基づく債権・債務にかかる調整金額を財務会計帳簿に計
上していること。

► 関係する関連者取引のその他の参与者は、同時に相応する
対応調整を実施すること。

適用取引タイプ 関連する規定は、適用主体が従事する取引によって異なっており、
詳細は次ページ以降を参照。
► 有形資産の移転に該当する関連者取引に従事する。
► 有形資産の移転に該当しない関連者取引に従事する。
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► 本解釈令の関連規定の概要

有形資産

の移転に

該当する

関連者取

引に従事

する場合

► 貨物の輸入時

1) 輸入申告書上に「○○○会計年度の移転価格一括調整作業の処理」と
注記し、見積インボイス及び貨物価格申告書を添付した上で、税関へ暫
定価格にて保証金の納付による先行通関審査の申請をする。

2) 会計年度終了後1か月以内に、営利事業者は、申請書及び関連資料を
税関に提出することによって、関税法における課税価格規定による審査
を申請し、輸入にかかる租税費用を補足納付するか、あるいは還付を
受ける。

3) 営利事業者が1か月以内に上記の関連書類を提供しない場合、税関は
自ら課税価格を確定する。

► 申請書に記載すべき事項及び関連資料

1) 申請し確定した課税価格の輸入申告書の番号、項目、暫定価格及び正
式なインボイス価格

2) 取引価格決定の理由、あるいは価格計算方法；

3) 取引契約書、正式なインボイス、支払証明、及びその他の関連書類の
添付。

► 輸入貨物は前項の規定に基づき、保証金の納付により先行して通関審査した
場合、税関より「税関輸入貨物租税費用納付証兼振込申請書」が発行される。
営利事業者が後日税関の審査により営業税の還付を受ける場合、仕入税額
の減少に該当するため、財政部2003年1月10日台財税字第0910456851
号解釈令及び2012年5月24日台財税字第10104557440号解釈令(注2)
の規定により処理を行う。

有形資の

産移転に

該当しない

関連者取

引に従事

する場合

► 営業税

1) 移転価格一括調整声明書などの証明文書を添付し、会計年度の最終
一期の売上額、未払税額あるいは過払税額とともに、所在地の国税局
に営業税を申告する。

2) 国外の役務及び輸出貨物、あるいは役務を購入する案件を除いて、取
引価格を引き上げる場合は統一発票を起票し、取引価格を引き下げる
場合は値引き処理として統一発票あるいは値引票に移転価格一括調
整と注記する必要がある。

► 貨物税

移転価格一括調整声明書などの証明文書を添付し、会計年度最終月の出荷
貨物の未払税金とともに、所在地の国税局に貨物税を申告する。

► 所得税

有形資産の移転以外の取引価格を調整する場合で、源泉徴収の対象となる
所得に該当する場合、所得税法の関連規定により源泉税の補足納付・還付
を行う必要がある。

その他の

注意事項

営利事業者が関連者取引に従事する場合、独立企業間取引価格の規定に
従い価格あるいは利益を定める必要があり、前述の事項に従って移転価格
の一括調整を行う場合は、当年度の法人所得税申告の際、所得税法第43条
之1、移転価格審査準則及び関連法令に基づき処理しなければならない。



EYによる考察

本解釈令は、営利事業者が移転価格の一括調整を行うことで、多国籍企業グループが会計年度終了

前に、独立企業間取引価格の原則に合致しなくなる税務リスクを低減させるものである。以下の各留意

事項、及びさらなる考察を提案する。

► 営利事業者は、どのように本解釈令に基づき輸入申告を行うべきか?税関が審査する課税価格に

は関税法の適用が可能か、もしくは特別な規定があるのか？

営利事業者が、本解釈令に示した「移転価格の一括調整」の関連者取引の主体となる場合、輸入

通関の際、輸入申告書上に「○○○会計年度の移転価格一括調整作業処理」と注記し、かつ、営

利事業者は会計年度終了後1か月以内に、申請書を提出し課税価格の審査を実施する必要があ

る。しかし、本解釈令では、課税価格の審査プロセス、確定期限、及び課税価格の評価にかかる

法令について詳細に説明されておらず、今後、実際に運用する際には、関連税関機関の関連作業

ポイントの公表について注意されたい。

► 税関によるこのような通関案件の評価方法は、営利事業者が提供する書類によって異なるのか?

本解釈令では、「移転価格の一括通関案件」は特別案件の通関タイプに分類され、そのうち、税関

の課税価格の審査に供するため、営利事業者は移転価格一括調整声明書などの証明書類を提

出しなければならないものとしている。つまり、営利事業者は、移転価格報告書を経由し、価格の

審査について税関とコミュニケーションできる機会があるか、さらに、当該移転価格報告書は税関

の価格確定の根拠となりうるかについて、継続して注目する必要があろう。

► 本解釈令を適用する通関案件は、調査期限の影響を受けるか。

輸入申告時、営利事業者は、見積インボイス及び貨物価格申告書をもって、暫定価格で税関に保

証金の納付による先行査定通関の申請ができる。税関が営利事業者の課税価格を確定するまで、

当該輸入申告書が未確定と看做される場合、税関の密輸調査条例の調査期限によって、輸入申

告書の確定時点が影響を受けるかが定かでない。

► 営利事業者はどのように修正事項を申告するか？

将来、税関機関によって関連作業ポイントが公表された後、輸入申告書を逐次修正調整しなけれ

ばならない場合、大量の時間と人的リソースを費やす恐れがあるため、早めの準備が望ましい。

► 本解釈令はその他の租税優遇と競合するか？

関係企業から購買した国外の役務について移転価格の一括調整を行う場合、価格が引き上げら

れる状況では国内の営利事業者は支払いにあたって合わせて源泉徴収を行う必要がある。但し、

当該役務が既に租税優遇(租税協定、所得税法第25条)を適用申請している場合、追加の支払に

ついても一体とし適用されうるか否かは、今後の主管機関の解釈を待つことになる。

► グループの営利事業者は事前協議制度の申請が可能

本解釈令における移転価格の一括調整は、申告時に規定のフォーマットによって当該関連者取引

に関する情報を開示しなければならない場合を除き、取引契約書、当該関連者取引のその他の参

与者が対応する調整を行う関連証明文書及び関連税目の調整証憑も合わせて所在地の国税局

に提供し、取引価格の変動理由及び実際の調整結果を説明しなければならない。この説明は多国

籍グループにて整備された合理的かつ画一的なグループ移転価格ポリシーに基づくべきである。

他方、多国籍企業の台湾の子会社、支店は、極力早めに海外の親会社またはエリア統括本部の

マネジメントと適用要件にかかる規定についてコミュニケーションを行い、関連の証明文書が完備

されているか否かを確認することによって、法令の適用上の不確定性を低減することが期待される。

移転価格の一括調整の金額が重要である場合、多国籍企業は、台湾国税局へ事前協議制度を申

請することも考えられる。一旦事前協議が成立した場合、台湾の子会社・支店の協議対象年度(3-
5年)の間、移転価格一括調整は適用しやすくなり、税負担の不確定性を低減される。

営利事業者は、前述の取引に本解釈令の影響を受ける潜在的なリスク及び機会が存在する場合には、

速やかに税務専門家へ問い合わせを行い、関連する税務的影響に対応することを提案する。



注1
所得税法 第43の1条
国内外のその他の営利事業者と従属関係にある営利事業者、或いは直接・間接的に別の事業に所

有或いは支配されることにより相互に収益・原価・費用と損益にかかる配賦がある営利事業者につい

て、独立企業間取引の原則から乖離した処理によって納税義務の回避或いは軽減を図る者に対して

は、徴税機関は当該事業の益金を正確に計算するため、財政部に報告し許可を得た上で独立企業

間取引の原則に基づき調整を行うことができる。

注2
財政部2003年1月10日台財税字第0910456851号令及び2012年5月24日台財税

字第10104557440号令の規定

https://law-out.mof.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL008966

付加価値型及び非付加価値型営業税法（以下「営業税法」という）第15条第2項の後半の規定による

と、営業者が仕入返品又は仕入値引のために回収した営業税額は、仕入返品又は仕入値引が発生

した期の仕入税額から減算しなければならない。営業者が貨物を輸入する場合に税関が代理で徴収

する営業税額は、同時にその控除可能な仕入税額でもあり、営業者は法に基づき仕入税額控除の申

告を行うことができる。但し、営業者が輸入貨物の過大納付した営業税額を税関より還付を受けた場

合には、仕入税額の減少に該当し、営業者が仕入返品又は仕入値引のために回収した営業税額と

性質が同様である。そのため、営業者が税関の営業税代理徴収納付証の控除控えを以て仕入税額

控除を既に申告している場合で、2003年3月より輸入貨物の過大納付した営業税額の税関より還付

を受けた場合、「税関からの過大納付した営業税の還付の申告書」を自ら記入して（営業者の使用に

供するため、各国税局より様式に基づき印刷してもらう）、還付が発生した期（当月）の仕入税額から

減算しなければならない。営業者による上記の還付資料の申告が漏れた場合、営業税法第51条第1

項第5号の規定により処罰するものとする。二、「税関からの過大納付した営業税の還付の申告書」

は、税関が税額を還付した当期を営業税の申告・納付の期（月）として、「仕入及び経費」と「固定資産」

に区分して、営業者売上高と税額申告書（401、403）の仕入税額の「返品及び値引」欄（欄コード第

40、41又は42、43）にそれぞれ記入するものとする。

https://law-out.mof.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL008966
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